
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】  コバルトフェライトとバリウムフェライ
トとストロンチウムフェライトとFe-Ni 合金とからなる
Ａ成分60～90重量％とトルマリンからなるＢ成分５～30
重量％とを含有してなるマイクロ波遮蔽焼成物。
【請求項２】  Ａ成分のコバルトフェライト量、バリウ
ムフェライト量、ストロンチウムフェライト量及びFe-N
i 合金量が等量ずつである請求項１記載のマイクロ波遮
蔽焼成物。
【請求項３】  コバルトフェライト粉末とバリウムフェ
ライト粉末とストロンチウムフェライト粉末とFe-Ni 合
金粉末とを等量ずつ配合してなるＡ成分60～90重量％と
トルマリン粉末からなるＢ成分５～30重量％との混合物
にバインダー５～10重量％加えて混合した後に温度1,10
0 ～1,350 ℃で焼成することを特徴とするマイクロ波遮

蔽焼成物の製造法。
【請求項４】  バインダーが粘土鉱物を配合してなるも
のである請求項３記載のマイクロ波遮蔽焼成物の製造
法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、マイクロ波遮蔽焼
成物及びその製造法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】特開平６－９７６９１号公報には、Mn-M
g-Zn系、Mn-Zn 系及びNi-Zn 系を含むフェライトの群の
いずれかよりなるフェライト粉末を含んだ薄膜を形成し
た電磁波遮蔽構造体が開示されており、登録実用新案第
３０３１３３６号公報には、トルマリンを取り付けた携
帯電話が開示されている。このように、電磁波による障
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害から人体を保護するためにフェライトやトルマリンを
それぞれ単独で使用することは既に知られている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】しかし、フェライトや
トルマリンをそれぞれ単独で使用した場合は、以下に詳
述する如く、電磁波のシールド効果に限界がある。
【０００４】即ち、図３はフェライトのみを使用した場
合の電界シールド効果を示すグラフであり、図４はフェ
ライトのみを使用した場合の磁界シールド効果を示すグ
ラフである。また、図５はトルマリンのみを使用した場
合の電界シールド効果を示すグラフであり、図６はトル
マリンのみを使用した場合の磁界シールド効果を示すグ
ラフである。
【０００５】図３～図６に示した該データは、次の手法
により求めたものである。
【０００６】フェライトのみを使用した焼成物は、200 
メッシュに乾式粉砕したコバルトフェライト粉末92重量
％と有機糊８重量％とを混練して半湿式プレス成型した
後に温度1,230 ℃で焼成して得た150 ×150 ×5mm の成
形体を用い、トルマリンのみを使用した焼成物は、200 
メッシュに乾式粉砕したトルマリン粉末を92重量％と有
機糊８重量％とを混練して半湿式プレス成型した後に温
度900 ℃で焼成して得た150 ×150 ×5mm の成形体を用
いた。
【０００７】また、電界シールド効果（ｄＢ）及び磁界
シールド効果（ｄＢ）は社団法人関西電子工業振興セン
ターのＫＥＣ法により測定した。
【０００８】ＫＥＣ法による電界シールド効果測定装置
はＴＥＭ（Transverse Electromagnetic）セルの寸法配
分を取り入れ、その軸方向に対して垂直な面内で左右対
称に分割した構造のもので、測定サンプルを挟み込んで
測定するようになっており、当該装置の材質は銅であ
り、外部導体は３mm、中心導体は２mm、試料と接触する
部分は８mm厚となっている。電界シールド効果の測定は
試料をセルとセルとの間に入れてその挿入損失として求
めたものであり、試料がない場合の受信側におけるレベ
ルをＥ1 、試料がある場合のレベルをＥ2 とすれば、電
界シールド効果ＳＥ（ｄＢ）は式ＳＥ（ｄＢ）＝２０

（log Ｅ1 －log Ｅ2 ）により算出できる。
【０００９】従って、（（１－Ｅ2 ／Ｅ1 ）×100 ）を
減衰率とすれば、
【００１０】
【数１】

【００１１】となる。
【００１２】磁界シールド効果測定装置は磁界成分の大
きな電磁界を発生させるためにシールド型円形ループ・
アンテナを製作してこれを90°角の反射板と組み合わせ
てループ・アンテナの１／４の部分が外部に出るように
し、残りの３／４の部分は３mm厚の銅箔に収めた構造の
ものである。磁界シールド効果の測定は試料サンプルを
セルとセルとの間に入れ、試料がない場合の伝送レベル
を基準にして試料を入れた場合の伝送レベルとの比で算
出するものであり、電界シールド効果の測定と同様に、
試料がない場合の伝送レベルをＥ1 、試料がある場合の
伝送レベルをＥ2 とすれば、磁界シールド効果ＳＥ（ｄ
Ｂ）は式ＳＥ（ｄＢ）＝２０（log Ｅ1 －log Ｅ2 ）と
なり、減衰率は電界シールド効果と同様の式
【００１３】
【数２】

【００１４】により算出できる。
【００１５】前記各式を用いて、減衰率（電界及び磁界
をシールドできる率）を算出すれば、電界においてフェ
ライトのみを使用した場合の１ＧHzにおける減衰率は、
図３に示す通り、電界シールド効果ＳＥが約８ｄＢであ
ることから、
【００１６】
【数３】

【００１７】となる。
【００１８】また、磁界での１ＧHzにおける減衰率は、
図４に示す通り、磁界シールド効果ＳＥが約０ｄＢであ

ることから、
【００１９】
【数４】

【００２０】となる。
【００２１】電界においてトルマリンのみを使用した場

合の電界での１ＧHzにおける減衰率は、図５に示すよう
に、電界シールド効果ＳＥが約２ｄＢであることから、
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【００２２】 【数５】

【００２３】となる。
【００２４】また、磁界での１ＧHzにおける減衰率は、
図６に示すように、磁界シールド効果ＳＥが約１ｄＢで

あることから、
【００２５】
【数６】

【００２６】となり、いずれも低い値を示し、人体に接
触乃至ごく接近させた状態で使用されるので、電磁波の
影響が心配される携帯電話等から発せられるマイクロ波
には対応できず、実用に供することができるものではな
かった。
【００２７】そこで、本発明は、携帯電話等から発せら
れるマイクロ波を90％以上遮蔽することができる材料を
提供することを技術的課題とし、その具現化をはかるべ
く研究、実験を重ねた結果、フェライトの特定量とトル
マリンの特定量とを配合して焼成物とすれば、マイクロ
波を90％以上遮蔽することができるという刮目すべき知
見を得、当該技術的課題を達成したものである。
【００２８】
【課題を解決するための手段】前記技術的課題は、次の
通りの本発明によって解決できる。即ち、本発明に係る
マイクロ波遮蔽焼成物は、コバルトフェライトとバリウ
ムフェライトとストロンチウムフェライトとFe-Ni 合金
とからなるＡ成分60～90重量％とトルマリンからなるＢ
成分５～30重量％とを含有してなるものである。
【００２９】また、本発明は、前記マイクロ波遮蔽焼成
物において、Ａ成分がコバルトフェライト量、バリウム
フェライト量、ストロンチウムフェライト量及びFe-Ni 
合金量を等量ずつ配合してなるものである。
【００３０】また、本発明に係るマイクロ波遮蔽焼成物
の製造法は、コバルトフェライト粉末とバリウムフェラ
イト粉末とストロンチウムフェライト粉末とFe-Ni 合金
粉末とを等量ずつ配合してなるＡ成分60～90重量％とト
ルマリン粉末からなるＢ成分５～30重量％との混合物に
バインダー５～10重量％加えて混合した後に温度1,100 
～1,350 ℃で焼成するものである。
【００３１】さらに、本発明は、前記マイクロ波遮蔽焼
成物の製造法において、バインダーが粘土鉱物を配合し
てなるものである。
【００３２】
【発明の実施の形態】本発明の代表的な実施の形態は次
の通りである。
【００３３】Ａ成分は、安定供給されるコバルトフェラ
イトとバリウムフェライトとストロンチウムフェライト
とFe-Ni 合金とからなるものであり、Ｂ成分はトルマリ
ンからなるものである。また、コバルトフェライト、バ

リウムフェライト、ストロンチウムフェライト及びFe-N
i 合金を等量ずつ配合するのは、Mn-Mg-Zn・MnZn・NiZn
系を含むフェライト群では１ＧHz前から電磁波遮蔽が下
がるのに対して、１ＧHzでも電磁波遮蔽が良くなるから
である。
【００３４】Ａ成分とＢ成分との配合割合は、Ａ成分が
60～90重量％、Ｂ成分が５～30重量％であることが好ま
しく、フェライト粉末を非磁性体に分散させるために周
波数分散がマイクロ波領域での電波吸収体となるので、
これ以外の配合割合では、極端に吸収が低下する。
【００３５】次に、本発明に係るマイクロ波遮蔽焼成物
の製造法について説明する。
【００３６】コバルトフェライト、バリウムフェライ
ト、ストロンチウムフェライト及びFe-Ni 合金をそれぞ
れ温度900 ～1,350 ℃で仮焼した後に200 メッシュに乾
式粉砕し、トルマリンを温度550 ～900 ℃で仮焼した後
に同じく200 メッシュに乾式粉砕する。
【００３７】コバルトフェライト粉末とバリウムフェラ
イト粉末とストロンチウムフェライト粉末とFe-Ni 合金
粉末とを等量ずつ配合して200 メッシュのＡ成分粉末を
得、該Ａ成分粉末60～90重量％と同じく200 メッシュの
トルマリン（Ｂ成分）粉末５～30重量％とを混合する。
【００３８】続いて、５～10重量％のバインダーを加え
て混練した後に約１mm径に整粒し、適当量をプレス成型
して温度1,100 ～1,350 ℃で焼成する。
【００３９】コバルトフェライトとバリウムフェライト
とストロンチウムフェライトとFe-Ni 合金とトルマリン
とは乾式粉砕により粉末にすればよく、粉末の大きさ
は、200 メッシュ以下であれば、比重が大きいフェライ
トと比重が小さいトルマリンとを十分に混合できるので
好ましい。
【００４０】また、最終の焼成温度は1,100 ～1,350 ℃
であればよく、1,100 ℃未満では使用強度に耐えられ
ず、1,350 ℃を越えればガラス化して機能が低下するの
で好ましくない。より好ましいのは1,230 ℃である。
【００４１】また、バインダーは、粘土鉱物であるカオ
リナイトとセリサイトと、焼結剤である亜鉛華と、強固
剤である有機糊を加えたものであり、カオリナイトとセ
リサイトと亜鉛華と有機糊とを等量ずつ加えるのが好ま
しい。また、強固剤として有機糊の外に無機糊を使用し
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てもよい。
【００４２】
【実施例】コバルトフェライト、バリウムフェライト、
ストロンチウムフェライト及びFe-Ni 合金をそれぞれ温
度1,30℃で仮焼した後に200 メッシュに乾式粉砕して各
粉末を得た。また、トルマリンを温度900 ℃で仮焼した
後に200 メッシュに乾式粉砕してトルマリン粉末を得
た。
【００４３】前記コバルトフェライト、バリウムフェラ
イト、ストロンチウムフェライト及びFe-Ni 合金の各20
0 メッシュ粉末を等量ずつ加えてＡ成分粉末とし、前記
200メッシュのトルマリン粉末をＢ成分粉末とした。ま
た、カオリナイトとセリサイトと亜鉛華と有機糊（ＣＭ
Ｃ：商品名：第一薬品工業株式会社製）とを各等量ずつ
加えてバインダーとした。
【００４４】続いて、Ａ成分粉末400g（70重量％）とＢ

成分粉末57g （10重量％）とを混合し、さらに、４・３
・酸化鉄57g （10重量％）とバインダー57g （10重量
％）とを加えて混練した後に約１mm径に造粒した。
【００４５】前記造粒物460gを半湿式プレス成型して更
に温度1,230 ℃で焼成して150 ×150 ×5mm の焼成物40
0gを得た。
【００４６】前記焼成物の電界シールド効果（ｄＢ）と
磁界シールド効果（ｄＢ）とを社団法人関西電子工業振
興センターのＫＥＣ法により測定したところ、図１及び
図２に示す測定結果が得られた。
【００４７】前記各式を用いて、減衰率を算出したとこ
ろ、電界での１ＧHzにおける減衰率は、図１に示すよう
に、１電界シールド効果ＳＥが約70ｄＢであるから、
【００４８】
【数７】

【００４９】となり、
【００５０】また、磁界での１ＧHzにおける減衰率は、
図２に示すように、磁界シールド効果ＳＥが約60ｄＢで

あるから、
【００５１】
【数８】

【００５２】となり、いずれも90％以上の減衰率が得ら
れた。
【００５３】
【発明の効果】以上説明した通り、本発明によれば、マ
イクロ波を90％以上遮蔽することができるので、例え
ば、携帯電話等から発せられる電磁波を有効に遮蔽する
ことができる。
【００５４】従って、本発明の産業上利用性は非常に高
いといえる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係るマイクロ波遮蔽焼成物を使用した
場合の電界シールド効果を示すグラフである。
【図２】本発明に係るマイクロ波遮蔽焼成物を使用した
場合の磁界シールド効果を示すグラフである。
【図３】フェライトのみを使用した場合の電界シールド
効果を示すグラフである。
【図４】フェライトのみを使用した場合の磁界シールド
効果を示すグラフである。
【図５】トルマリンのみを使用した場合の電界シールド
効果を示すグラフである。

【図６】トルマリンのみを使用した場合の磁界シールド
効果を示すグラフである。
【要約】
【課題】  携帯電話等から発せられるマイクロ波を90％
以上遮蔽することができるマイクロ波遮蔽焼成物を提供
する。
【解決手段】  コバルトフェライトとバリウムフェライ
トとストロンチウムフェライトとFe-Ni 合金とからなる
Ａ成分60～90重量％とトルマリンからなるＢ成分５～30
重量％とを含有してなるマイクロ波遮蔽焼成物。また、
Ａ成分のコバルトフェライト量、バリウムフェライト
量、ストロンチウムフェライト量及びFe-Ni 合金量が等
量ずつであり、コバルトフェライト粉末とバリウムフェ
ライト粉末とストロンチウムフェライト粉末とFe-Ni 合
金粉末とを等量ずつ配合してなるＡ成分60～90重量％と
トルマリン粉末からなるＢ成分５～30重量％との混合物
にバインダー５～10重量％加えて混合した後に温度1,10
0 ～1,350 ℃で焼成することを特徴とし、バインダーが
粘土鉱物を配合してなる。
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【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】
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